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1 NII研究データポリシー

概略



「NII研究データポリシー」の位置づけ

1. 全国の大学の参考に！

2. NIIが全国大学に提供する
研究データ基盤NII RDCに、

ポリシー実施に必要な機
能（DMP/DMRツール）を付
属予定

ポリシーと
基盤のセットで

大学の研究DXは
バッチリ！
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NII Research Data Cloud (NII RDC)

https://rcos.nii.ac.jp/service/



【7機能】

• データガバナンス機能
• データプロビナンス機能
• コード付帯機能
• 秘匿解析機能
• キュレーション機能
• セキュア蓄積環境
• 人材育成基盤
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学術研究データプラットフォーム
既存の３基盤を有機的に繋ぐ先端機能を実現しオープンサイエンスの実践に不可欠な
人材育成の仕組みを提供

2017-2021

2022-2027

【3基盤】

• データ管理基盤

• データ公開基盤

• データ検索基盤



「NII研究データポリシー」の特徴

1. 機関の研究データガバナンスを
規定するものとして策定

2. 具体性のあるアクショナブルなポ
リシーとして策定
① 基本方針

② 研究データの管理・公開の実施方針



第６期科学技術・イノベーション基本計画
…（２）新たな研究システムの構築

（オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進）

 機関リポジトリを有する全ての大学・大学共同利用機関法人・国
立研究開発法人において、2025 年までに、データポリシーの策
定率が100％になる。

 公募型の研究資金の新規公募分において、2023 年度までに、デ
ータマネジメントプラン（ＤＭＰ）及びこれと連動したメタデータの付
与を行う仕組みの導入率が 100％になる。
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【数値目標】

Source: 第６期科学技術・イノベーション基本計画
https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/6honbun.pdf

■ 関連文書
統合イノベーション戦略推進会議 （令和 3 年 4 月 27 日）
「公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方」
https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kokusaiopen/sanko1.pdf



先行大学の研究データポリシー

 京都大学研究データ管理・公開ポリシー
 2020年3月19日 研究者情報整備委員会承認、 「ポリシーについての解説・補足」あり

 名古屋大学 学術データポリシー
 令和2（2020）年10月20日 教育研究評議会承認、「解説」あり

 国立大学法人東京工業大学の研究データポリシー
 令和3（2021）年4月16日

 東北大学研究データ管理・公開ポリシー
 令和3（2021）年12月9日 総長裁定、「解説」あり

 金沢大学学術データマネジメントポリシー
 令和4（2022）年3⽉11⽇制定

 慶應義塾学術データ管理・利活用ポリシー
 研究連携推進本部研究データ特別委員会 、令和4（2022）年7月21日公開、「解説」あり

 神戸大学 研究データ管理・公開ポリシー
 令和4（2022）年7⽉21⽇ 教育研究評議会承認、「解説（暫定版）」あり

 東京大学 研究データ管理・利活用ポリシー
 令和5（2023）年2⽉22⽇役員会議決、「補足説明・用語解説」あり
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いずれも
オープンサイエンス型

だよ！

https://sites.google.com/view/axies-jpcoar/project/%E5%9B%BD%E5%86%85%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%AE%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%BC%E4%B8%80%E8%A6%A7



9https://icts.nagoya-u.ac.jp/ja/datapolicy/



大学において
RDMが実施に移されるまで

10

研究

データ

ポリシー

解説

・補足

全学

アクション

プラン

部局

実施要領

ポリシー策定で
満足しないことが

大事！

※ ポリシー策定と、RDM実践の順番を逆、または
並行して実行することもOK。

実践があることで、ポリシーが明確になることあり。



「大学における研究データポリシー策定の
ためのガイドライン」（AXIES）

 大学において研究データポリシ
ーを策定するにあたっての考
え方や手順をとりまとめ。

目次

1. 利用にあたって

2. ポリシー策定するにあたって

3. ポリシーの類型

4. ポリシーの項目と検討の視点

5. ポリシー策定のプロセス

 大学ICT推進協議会（AXIES）

11Source: 大学ICT推進協議会「大学における研究データポリシー策定のためのガイドライン」（2021）
https://rdm.axies.jp/sig/70/



海外大学の研究データポリシーの分析

…研究データポリシーの２つの流れ

① オープンサイエンスの流れに基づくポリシー
 オープンサイエンスの流れから求められる機関内の研究データ管

理体制を定める。

 対応国： 欧州諸国、豪州、アジア諸国

② 大学のコンプライアンスへの対応に基づくポリシー
 機関の文書管理等への対応の必要性により、研究データの帰属/

保管/移管について定める。

 対応国： 米国

③ ①②の折衷案
 オープンサイエンスの流れに基づきつつ、研究データ帰属の考え方

も整理する

 対応大学： シドニー大学、クイーンズランド大学、南洋工科大学 12

どっち派？



University of Oxford
Policy on the Management of Data Supporting 
Research Outputs…ポリシーの目的
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研究データについて管理し、可能な限り制約なく研究データを共有す
るという要請がなされつつある。一方で、個人情報や機密情報、安全
性、商業的利権などに関する懸念がある。（中略）本ポリシーは、これ
らに鑑み、研究データを適切に管理し、長期的に共有するための方
策を構築する。

https://researchdata.ox.ac.uk/university-of-oxford-policy-on-the-management-of-data-supporting-research-outputs/



University of Oxford
Policy on the Management of Data Supporting 
Research Outputs…ポリシーの目的
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2.0 大学の役割

2.1 大学は以下を提供
する。

a. 十分な支援・助言

b. インフラ

c. 研修・トレーニング

3.0 研究者の役割

3.1 PIは、日々の効果的な研究データ管理に責任を有する。

3.2 研究者は、個人情報や機密情報を含む研究データを、法や倫
理要件に照らし適切に保護する。

3.3 研究者は、正確かつ包括的な研究記録をとる。

3.4 研究者は、研究から生じる知的財産を、研究助成機関の要件、
契約条件、大学の規則などに照らし適切に取り扱う。

3.5 研究者は、研究助成機関からの要求に基づき、長期的に価値
があると判断される研究データについて可能な限り共有する。
なお、研究データの最低保管期間は3年間である。

3.6 研究者は、研究データに適切なメタデータを付与し、データリ
ポジトリに保存すべきである。大学外に保存する場合は、メタ
データを大学のリポジトリに登録すべきである。

3.7 研究者は大学を離籍する際、自身の研究データをどこに保存
し、誰がその研究データにアクセス権を有するかを部局長等と
取り決める。部局側は、研究データのコピーを保有し、法や規
則等に伴うコンプライアンスを保つ権利を有する。

3.8  大学の支援不足により研究者が以上の責任を果たせない場
合は、研究者は大学に相談することができる。

https://researchdata.ox.ac.uk/university-of-oxford-policy-on-the-management-of-data-supporting-research-outputs/
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https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/websites.harvard.edu/dist/6/18/files/2020/07/data_ownership_policy_08.06.19.pdf
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https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/websites.harvard.edu/dist/6/18/files/2020/07/data_ownership_policy_08.06.19.pdf
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https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/websites.harvard.edu/dist/6/18/files/2020/07/data_ownership_policy_08.06.19.pdf



Data Management Tutorial
Administrators and the Responsible Conduct of Research
(RCR Administrators)
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研究不正防止に関わる政策動向
…研究データに関連して
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• 科学技術・学術審議会 研究活動の不正行為に関する特
別委員会「研究活動の不正行為への対応のガイドライン
について」（2006.8.8）

• 文部科学大臣決定「研究活動における不正行為への対応
等に関するガイドライン」（2014.8.26）
 研究不正防止に関わる「機関の責任」の明確化
 一定期間の「研究データの保存・開示」の明確化

• 日本学術会議「（回答）科学研究における健全性の向上
について」（2015.3.6）
 「研究データ10年保存ルール」の提示



2 NII研究データポリシー

内容紹介



NII-RDP: タイトル

国立情報学研究所
研究データ管理・公開ポリシー

～責任ある研究データの管理・公開に向けて～
（試行版）



1. ポリシーの目的

NII-RDP 1条

本ポリシーは、

機関の１）研究データの管理及び２）
研究データの公開の場面において、

責任ある研究データの管理・公開を
実現し、学術の継承と発展に寄与す
ることを目的とする。



前文

I. 基本方針

1. 本ポリシーの目的

2. 用語の定義

3. 適用範囲

4. 機関が管理・公開する研究データの考え方

5. 機関における研究データ管理・公開の考え方

6. 機関と研究者の協力の原則と各自の責務

II. 研究データの管理・公開の実施方針

7. 研究データの管理・公開の実施方針の全体像

8. 研究データの管理·公開に関わる責任

9. 機関による研究データの管理・公開の推進

10. 研究データの管理・公開の枠組み

11. 研究データの管理

12. 研究データの共有・公開及び利活用への配慮

13. 組織整備研究データの機関提供と利活用の
促進

14. 研究データの管理・公開のための環境整備

15. 機関における研究データの管理・公開につい
ての体制

16. 研究者の退職・採用に関わる対応

III. 雑則

17. 関連法令等

18. ポリシーの定期的見直しと試行

NII-RDP 構成

NII-RDP 5条

「基本方針」と
「実施方針」に

分離予定



4. 機関が管理・公開する研究データの考え方

NII-RDP 4条

4.1条 機関における
研究データの管理の対象

4.2条 機関における
研究データの共有・公開の対象

機関は、機関において実施される研究
課題に関する研究データを管理する。

（ただし、機関の研究者が研究代表者となっ
ている研究課題において、研究助成機関等
と研究分担者の所属機関との間に研究契約
等が存在する場合は、当該研究契約等に係
る研究データは除外する）

機関は、研究データのうち、以下の研
究データについて、研究データの共有・
公開に適しているかどうか、学術の発
展に資するかどうか等を考慮して、長
期的な研究データの共有・公開を行う
よう努める。

① 機関において生成等された研究
データ
（ただし、機関外には同等の研究データ
が存在しない等の理由により研究デー
タの共有・公開に値するものに限る）

② 組織整備研究データ

③ 機関において研究データの共有・公
開するに適すると判断したその他の
研究データ



5. 機関における研究データの管理・公開の考え方

A 法令等及び契約の遵守、研究データに関する説明責任

B 適正な研究データの取扱い

① 安全管理措置

② 研究データ、関連情報及び関係する者に関する権利利益の保護

③ 研究データの提供元による条件の遵守

④ 研究課題内の研究データの保有主体等の設定と運用

⑤ 研究データの共有・公開に係る条件の整備

C 研究の公正及び研究の再現性への配慮

D 可能な限り多くの、長期的な研究データの共有・公開

NII-RDP 5条

A 研究者の研究活動促進、研究者の負担への配慮

B 研究者との協力及び信頼関係

C 研究データの機密性及び研究者、機関及び国家の研究開発に関
わる利益

研
究
デ
ー
タ
の
管
理
・
公
開
の
原
則

配
慮
事
項

機関として
守るべき観点が

明確！



NII-RDP：研究データ機関管理（イメージ）
「機関と研究者」の協力関係の上に成り立つ研究データの機関管理

 「機関と研究者」の協力関係の上に成り立つ研究データの機関管理とすることで、米国コンプライアンス型ポ
リシーの「機関は研究データのオーナー、研究者は管理者」という図式を回避する。

• そもそも、無体のデータには所有権が認められないため、この考え方の方が適切。

 このイメージでは、研究者も機関の一員と位置づけるため、研究者は自分の手元に研究データを置いておく
ことができる。

 ただし、機関は「研究データとその管理」の実態を把握していなければならないため、研究者は機関に対して
最低限のレポーティングする必要がある。また、緊急時には、研究データをすぐに提供できなければならない。

研究者 機関
協力関係

研究データ管理

可能な限りの共有・公開

機関にレポーティング

管理の環境整備

共有・公開の環境整備

コンプライアンス対応

社
会

利活用促進

コンプラ対応

研究者も
機関の一員と
位置づける
と良い！

Ｄ
Ｍ
Ｒ

第6条



DMP →  DMR
Data Management Record

の提案

DMR

大学の研究データガバナンスは、
計画ではなく、

研究データの取扱いに関する
記録で担保される



NII-RDP：機関における研究データの管理
…研究データとその管理方針・記録の利用

第9.3条

研究データ

研究データ
管理記録
（DMR）

研究データ
管理の方針

（DMP）

研究データ
ガバナンス

研究データ
管理の

品質管理
（研究の加速）

証跡情報等
研究公正

・再現性

DMPで設定した項目に基づき記録

未来の研究構想に役立つ！ ラボノート的
役割

DMP/DMR
ツール



NIIの研究データガバナンスの
仕組み

研
究
者

 研究データとその管理方針・記録（DMP/R）
を機関と共有

 研究成果と研究データを可能な限り公開

機
関

 研究データの機関管理とコンプラ対応

 研究者の研究データの管理・公開の
ための環境整備

• 研究者が、機関提供環境以外において自身の研究データを管理・保存、共有・公開することは自由です。

• ただしその場合、（特に不慮の事態における）機関による組織的バックアップは得られず、自身で責任を持って対応
する必要があります。

研究データの
機関管理

研究者

研究ﾃﾞｰﾀ

DMP/R

機関

作成、保持、
機関と共に管理

研究データ管理
基盤の提供

（DMRツール含む）

研究データガバナンス
のための閲覧・保存

研究ﾃﾞｰﾀ

DMP/R

研究ﾃﾞｰﾀ

DMP/R研究者

研究者

社
会

利活用促進

コンプラ対応

機関リポジトリ

研究成果 研究データ

研究成果の
公開

OA、閲覧

研究データ公開
基盤の提供

• 研究活動中の利用
• 研究データ10年保存ルール



① 最高研究データ責任者：
副所長（研究担当）

② 研究データ管理・公開の
責任者：

 研究者による研究データ
の管理・公開の責任

 研究代表者による研究
課題の統括責任

③ 研究データ管理・公開の戦略策定及び環境整備の
責任者： CRDOの指名／兼務による

③-1 
研究データ管理・公開
戦略・支援の責任者：
URA部門長

③-2
研究データ管理・公開
事務の責任者：
研究推進部門長

③-3
研究データ管理基盤
整備・運用の責任者：
情報基盤部門長

③-4
研究データ公開基盤
整備・運用の責任者：
図書部門長

※機関は大学共同利用機関として全国向けの研究データ管理・公開基盤を提供しているが、
本ポリシーでは、機関内で利用される研究データ管理・公開基盤を整備する。

NII研究データ管理・公開
推進タスクフォース？

Chief Research Data Officer

(CRDO)

8. 研究データの管理·公開に関わる責任

NII-RDP 8条

部署名は
例示



研究データの管理・公開の実施

NII-RDP 1条

14.1 環境整備の全体像

14.2 法令等の遵守及び研究データに関す
る説明責任のための環境整備

14.3 研究データの安全管理のための環境
整備

14.4 研究データ、関連情報及び関係する
者に関する権利利益の保護のための
環境整備

14.5 適正な研究データの取扱いのための
環境整備

14.6 研究の公正及び研究の再現性のため
の環境整備

14.7 可能な限り多くの、長期的な研究
データの共有・公開のための環境整
備

環
境
整
備

管
理
・
公
開
の
枠
組
み

研究データの管理・公開についての戦略を策定

研究データ
管理・公開の推進

研究データの管理

「研究データとその管理
方針・記録」を研究課題
ごとに管理

研究データの共有・公開

「機関において生成等さ
れた研究データ」を可能
な限り機関リポジトリにて
共有・公開

組織整備研究データ
の機関提供

組織整備研究データ提供
サービスにおける
①管理・公開の原則と
②利活用促進への配慮

9
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研究者の離籍・ 受入に関わる対応
...研究者が機関を離籍する場合
（機関管理）

① 研究者の離籍後も継続して、研究データとDMRを所定の
期間、機関に保存・管理

② 研究者から機関への申請と機関の承認、並びに、異動先
の機関による引き受けの承認により、研究データとDMR
を異動先の機関において機関管理可能

（研究者の研究利用）

③ 契約等特別の定めがない場合、研究者の所属する組織
の長の了承および、機関の承認をもって、自身が研究利
用した研究データとDMP/DMRのコピーを異動先の機関
に持っていける

④ 機関は、機関において研究利用等した研究データの、機
関リポジトリにおける共有・公開を勧める。

第13.1条



3 今後の進め方

全国展開の
道筋



NII/全国版研究データポリシー

NII-RDP: 今後のポリシー・内規等の整備方針

NII研究データポリシー

P15
ガイドライン

（2023-24年度整備）

I. 基本方針 基本方針
（2023年度内整備予定）

II. 実施方針
実施方針

（2023年度内整備予定）

III. 雑則 内規
（2023-24年度整備）

ポ
リ
シ
ー

・分離
・簡略化？

一部、
ガイドラインに

移しての簡略化も
ありえる。



（参考）情報セキュリティポリシーの構造

（出典）高等教育機関の情報セキュリティ対策のためのサンプル規程集（2022年度版）
https://www.nii.ac.jp/service/sp/



2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

NII RDP

ポリシーの試行

ポリシーの分離
（基本/実施方針）

内規の整備

全国版
RDP

全国版ポリシー
（基本/実施方針）

サンプル内規集

各種ガイドライン等

NII RDC DMP/DMRツール

今後の進め方

ポリシー・内規を順次確認

分離・精査

順次策定

大学のニーズ把握・作成

順次策定

順次策定

パーツを順次開発

普及活動

普及活動

普及活動・大学ポリシー採択

※ 「研究データエコシステム構築事業 ルール・ガイドライン整備チーム」において、
大学ICT推進協議会研究データマネジメント部会等との協力のもと、推進予定



大学における研究データ管理関連
お役立ちサイト

 AI等の活用を推進する研究データエコシステム構築事業
 https://www.nii.ac.jp/creded/nii_ac_jp_creded.html

 大学ICT推進協議会 研究データマネジメント部会（AXIES）
 https://rdm.axies.jp/

 オープンアクセスリポジトリ推進協会 研究データ作業部会
（JPCOAR）
 https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/search?page=1&size=20&sort=controlnumber&search_type=2&q=74

 AXIES-JPCOAR 研究データ連絡会
 https://sites.google.com/view/axies-jpcoar/home

 国立情報学研究所 オープンサイエンス基盤研究センター
 https://rcos.nii.ac.jp/

 研究データ管理基盤GakuNin RDMサポートポータル
 https://support.rdm.nii.ac.jp/



お願い

1. 大学向け「全国版研究データポリシー・内規・

ガイドライン等」策定・改良への協力

2. 大学向け「全国版研究データポリシー・内規」

の採用の協力

 ポリシー策定済みの大学へ：

研究データポリシーは、「基本方針」と「実施方
針」に分離予定なので、「実施方針」だけでも
ぜひ、大学においてご採用・ご活用下さい。

● 問合せ先： 研究データエコシステム構築事業 ルール・ガイドライン整備チーム
名古屋大学 松原茂樹（matubara@nagoya-u.jp）
国立情報学研究所 船守美穂 （funamori@nii.ac.jp）



海外大学事情 mihoチャネル 配信中
https://rcos.nii.ac.jp/miho/

連絡先

国立情報学研究所 オープンサイエンス基盤研究センター
船守美穂（funamori@nii.ac.jp）

https://rcos.nii.ac.jp/miho/


機関と研究者のコンプライアンスに
主につながるDMP



豪州大学の学内DMP導入の経緯

1. 豪州研究助成機関が、研究者ではなく、機関に対して
「責任ある研究実践」を求めた。

 Australian Code for the Responsible Conduct of 
Research 2018

2. また、付随して、機関における研究データ管理のガイド
を提示した。

 Management of data and information in research

3. これらにDMPは言及されていないが、一部の大学は
DMPを機関内に導入することにより、機関のデータガバ
ナンスを構築しようとしている。

4. なお、現状では多くの場合、研究者ではなく、（研究開始
の条件として）大学院生にDMP作成を義務化している。

https://www.nhmrc.gov.au/about-us/publications/australian-code-responsible-conduct-research-2018



Management of data and information in research
—a guide supporting the Australian Code for the Responsible 
Conduct of Research

2. Responsibilities of institutions
2.1 Provision of training for researchers
2.2 Ownership, stewardship and control of research data and 

primary materials
2.3 Storage, retention and disposal
2.4 Safety, security and confidentiality
2.5 Access by interested parties
2.6 Facilities 

3. Responsibilities of researchers
3.1 Retention and publication
3.2 Managing confidential and other sensitive information
3.3 Acknowledging the use of others’ data
3.4 Engagement with relevant training

https://www.nhmrc.gov.au/about-us/publications/australian-code-responsible-conduct-research-2018



シドニー工科大学のDMP（例）
 Project
 People
 Ethics and Security
 Information Security 

Classification 
(public/internal/sensitive/confi
dential)

 Research involves:
 Human participant data
 Use of animals

:
 Ethics approval needed (y/n)

 Data Collection and Storage
 Data collection methodology
 File type, file format
 Storage location

 Data Retention and Disposal
 Minimum retention period
 Data steward
 Commitments to destroy data 

prior to end of retention period
 Access and Rights
 Copyright and intellectual 

property owners of data 
created in project

 Access after the project
 Use of secondary or third-party 

data
 Attach ethics approval, licenses

 Research Workspace

https://www.lib.uts.edu.au/services/services-for-researchers/manage-your-information-and-data
https://www.youtube.com/watch?v=5uuvhPdcsqs&t=128s



シドニー工科大学のDMP（例）
…DMPを中核に各種システムを連携

https://eresearch.uts.edu.au/2018/07/04/APRI_2018_provisioner/index.html
https://zenodo.org/record/4817188#.YkWdbeczYQ8



シドニー工科大学
…ストレージ・オプション

https://www.lib.uts.edu.au/services/services-for-researchers/manage-your-information-and-data
https://www.lib.uts.edu.au/sites/default/files/2020-11/research_data_storage_options_for_uts_researchers.pdf



46

（おまけ） これからの大学における
データガバナンス



データガバナンス

 データ管理に対して，組織として，明確な理念のもとに体制を
構築し，具体的に実施するようにすること。

• 機関におけるデータ管理の重要性が認識されるようになり，近年使わ
れるようになった概念。

 大学におけるデータガバナンスはもっぱら「機関データ（人事，
財務，教務データ等）」を対象とする。

 部署間のデータの整合性の担保や，エビデンスに基づく意思
決定，データセキュリティ，コンプライアンスなどを目的する。

 担当部署： IR室、情報基盤センター等

47

企業のマーケティングにおいて
データの整合性は

戦略的に優位に立つ上で
最重要課題！



データガバナンス
…C-Officer＋四役

 データオーナー
 データ所有者。大学の機関データについては学長あるいは大学当局。

 データトラスティー
 大学の役員や管理職により担われ，自身の担当領域のデータの管理につい

て最高責任を負う。

 データスチュワード
 担当領域の部課長や職員で、機関データが適切に生成、管理、取り扱われる

ことについて責任を有す。

 データカストディアン
 データの保存管理や保護について責任を有し、情報管理やIT部門により担

われることが多い。

 Chief Data Officer (CDO)
 機関におけるデータガバナンスの実施を総括する。大学ではIR室を兼ねる場

合がある。
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大学のデータ管理における
研究データと機関データの考え方の違い

研究データ

対象
• 研究の過程で収集・生成され

るデータ

データ生成者
• 研究者

データスチュワード
• 研究者や研究支援者

データオーナー
• 研究者または、大学当局が担

う場合もあり

機関データ

対象
• 大学運営の過程で収集・生成

されるデータ

データ生成者
• 大学事務部署の職員

データスチュワード
• 大学事務部署の部課長、職員

データオーナー
• 学長または、大学当局

49

データ生成者と
管理者が

基本的に一致データ生成者と
機関管理の
責を負う者が

不一致
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